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「高齢者保健福祉計画」と「障害者計画・障害福祉計画」の策定について 

１ 計画の趣旨 

 

 

 

 

※老人福祉法と介護保険法により一体的に策定することが義務付けられている。  

 

 

 

 

 

 

           

 

高齢者福祉部会で審議・検討                    障害者福祉部会で審議・検討 

 

２ 計画の期間  令和６年度から令和８年度までの３年間（障害者計画は令和 11 年度までの６年間） 

○ ９期高齢者保健福祉計画                        ○障害者計画・障害福祉計画 

R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 

(2025) 

R8 年度 R9 年度 R10 年度 R11 年度  
R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 R8 年度 R9 年度 R10 年度 R11 年度 

       

 

 

 

 

 

 

 

           

団塊の世代が 75 歳以上に到達  

第４次障害者計画 第３次障害者計画 
（Ｈ３０～） 

 

第６期障害福祉計画 
第７期障害福祉計画 

第８期障害福祉計画 

 

２つの法定計画を一体的に策定※ 

 

 

 

 

高齢者の健康と福祉の増進に    介護保険事業に係る保険給付の  

関する計画            円滑な実施に関する計画  

 

第９期高齢者保健福祉計画 

老人福祉計画 

（老人福祉法） 

介護保険事業計画 

（介護保険法） 

 

 

３つの法定計画を一体的に策定※ 

 

 

 

 

 

 

第４次障害者計画・第７期障害福祉計画 

第 7 期障害福祉計画 

障害者計画 

（障害者基本法） 

障害福祉計画 障害児福祉計画 

（児童福祉法） 

障害者施策に関する

基本的な計画  

 

※老人福祉法と介護保険法により一体的に策定することが義務付けられている  ※障害者総合支援法と児童福祉法によりそれぞれ調和の保たれた内容でなければならないとされている  

第９期計画 
第８期計画 第 10 期計画 

６年毎に見直し ３年毎に見直し 

３年毎に見直し 

地域包括ケアシステムを

段階的に構築 

令和 22（2040）年を見据え、中長期的な視点で 

介護サービス基盤を計画的に整備 

地域包括ケアシステムを深化・推進 

資料４ 
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３ スケジュール 

 

 令和５年度 令和６年度 

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 

審
議
会
の
動
き 

審 議 会              

高齢者福祉部会              

障害者福祉部会              

市 の 動 き              

※ 現状と課題分析のため、令和４年度に高齢の方と障害のある方それぞれに対し、アンケート調査を実施済  

第 1 回（5/23） 第 2 回 第 3 回 

・委嘱状交付  
・諮問  

・中間案報告  
※ﾊﾟﾌﾞｺﾒ案  

・答申案  
確認  

答申  

審議・検討（5 回程度） 

審議・検討（5 回程度） 

現状報告  計画  
骨子案  

計画  
素案  

現状報告  計画  
素案  

・ 介護保険料について 
・ 計画案の最終確認  

計画  
案 

計画  
案 

パブコメ 

・ﾋｱﾘﾝｸﾞ結果  
・現状と課題  
・目標量（案） 

法人・団体へﾋｱﾘﾝｸﾞ 
新計画を 
議会に説明  

新計画  

計画案の最終確認  


